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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地理画像に含まれる地物の輪郭を画定するためのシステムであって、
　地理画像データからエッジを抽出するエッジ抽出手段と、
　前記抽出されたエッジから特徴点を抽出する特徴点抽出手段と、
　前記地理画像と前記特徴点とを表示し、ユーザによる地物の輪郭を画定する入力を受け
付ける輪郭画定手段とを備え、
　前記輪郭画定手段は、前記地理画像及び特徴点の表示画面において、ユーザが指定した
範囲内に含まれる特徴点間を結線して得られる１以上の閉じられた領域を自動的に生成し
、前記閉じられた領域を地物の輪郭の候補として表示し、前記地物の輪郭の候補を表示す
る際に、前記閉じられた領域のうちユーザがポインタ操作により範囲を指定した際のポイ
ンタの軌跡との一致度が高いものを優先度の高い候補として表示することを特徴とするシ
ステム。
【請求項２】
　前記エッジ抽出手段は、地理画像データからエッジを抽出して得られるデータを２値化
し、全てのエッジを１画素幅とする細線化を行い、所定長さに満たないエッジをノイズと
して除去することを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記特徴点抽出手段は、前記抽出されたエッジの端点、交点、角点のうち少なくとも１
種類を特徴点として抽出することを特徴とする請求項１又は２に記載のシステム。
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【請求項４】
　前記特徴点抽出手段は、前記抽出されたエッジを特徴点のテンプレートとマッチングす
ることにより特徴点抽出を行うことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の
システム。
【請求項５】
　前記輪郭画定手段は、前記地理画像及び特徴点の表示画面において、表示された地物の
輪郭の候補に対して、特徴点の追加・削除を行うことができるユーザインタフェースを提
供することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衛星画像や航空写真画像を利用して地図を作成するために用いる地理画像処
理システムに関し、特に、地理画像に含まれる建築物等の地物の形状・輪郭の認識を容易
にするための画像処理を行うシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、衛星画像や航空写真画像の利用が広まってきており、特に地図の作成、更新にお
ける広大な領域の探査を効率的に行うために利用されている。衛星画像や航空写真画像の
利用により、従来の現地での測量をする手間を省くことができ、広い範囲の地図データを
一度に得ることができる。特に、衛星画像では撮影頻度を上げることにより、より新しい
地図データを常に用意することが可能となる。
【０００３】
　従来、衛星画像や航空写真画像における建築物等の地物の認識は、操作者が地理画像を
見ながら手作業で行っていた。具体的には、地理画像中の宅地、農地、道路、河川、建築
物等の地物が占める領域を目視により判断し、それらの輪郭をトレースして入力すること
で、地図データを作成する。また、近年では、コンピュータを使って複数の地理画像デー
タ間の変化を検知することによって、データベースのメンテナンス作業の省力化や地図デ
ータの修正精度の向上が図られている。
【０００４】
【非特許文献１】八木伸行、外５名，「Ｃ言語で学ぶ実践画像処理」，株式会社オーム社
，１９９９年１２月８日，ｐ．２７－３１，３８－５０
【非特許文献２】酒井幸市，「デジタル画像処理入門」，ＣＱ出版株式会社，２００２年
１０月１日，ｐ．１２７－１２９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　衛星画像や航空写真画像を利用した地図の作成、更新の際には、これらの地理画像から
、宅地、農地、道路、河川、建築物等の地物を認識し、地図データとしてデータベース化
する作業が必要となる。従来、この作業は自動化されておらず、多大な人的コストを必要
とするものであった。
【０００６】
　特に、建築物の詳細な形状・輪郭を認識するには、画像を見て、一つ一つの建築物の輪
郭を正確にトレースする作業が必要である。このような作業は操作者に対して多大な集中
力、時間を要するものとなっている。さらに、広範囲の地図を限られた時間で作るために
は複数の操作者が必要となり、操作者の熟練度の差によってデータベースの精度にばらつ
きが出てしまう。
【０００７】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、衛星画像や航空写真画像など
の地理画像を用いて地図を作成する作業において、地理画像中の建築物等の形状・輪郭の
認識を容易にすることができる地理画像処理システムを提供しようとするものである。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記解決課題に鑑みて鋭意研究の結果、本発明者は、地理画像中の建築物等の輪郭、す
なわちエッジを抽出し、抽出したエッジに基づいて、地理画像中の建築物等の構造上の特
徴点を抽出し、ユーザがこの特徴点に基づいて建築物等の輪郭を画定することができるよ
うにすることにより、上記課題が解決されることに想到した。
【０００９】
　すなわち、本発明は、地理画像に含まれる地物の輪郭を画定するためのシステムであっ
て、地理画像データからエッジを抽出するエッジ抽出手段と、前記抽出されたエッジから
特徴点を抽出する特徴点抽出手段と、前記地理画像と前記特徴点とを表示し、ユーザによ
る地物の輪郭を画定する入力を受け付ける輪郭画定手段とを備えていることを特徴とする
システムを提供するものである。
【００１０】
　本発明の地理画像処理システムにおいて、前記エッジ抽出手段は、地理画像データから
エッジを抽出して得られるデータを２値化し、全てのエッジを１画素幅とする細線化を行
い、所定長さに満たないエッジをノイズとして除去することを特徴とする。このように、
エッジデータのノイズ除去を行うことにより、後の特徴点抽出の精度が向上される。
【００１１】
　本発明の地理画像処理システムにおいて、前記特徴点抽出手段は、前記抽出されたエッ
ジの端点、交点、角点のうち少なくとも１種類を特徴点として抽出することを特徴とする
。これらの点は、地物の輪郭を決定するために重要となる点である。
【００１２】
　本発明の地理画像処理システムにおいて、前記特徴点抽出手段は、前記抽出されたエッ
ジを特徴点のテンプレートとマッチングすることにより特徴点抽出を行うことを特徴とす
る。例えば、エッジの交点、角点の画素パターンを予め登録しておくことにより、特徴点
抽出処理を迅速に実行することができる。
【００１３】
　本発明の地理画像処理システムにおいて、前記輪郭画定手段は、前記地理画像及び特徴
点の表示画面において、ユーザがポインタ操作により特徴点間を結線して地物の輪郭を画
定することができるユーザインタフェースを提供することを特徴とする。さらには、この
ユーザインタフェースにより、特徴点間の結線の集合により１つの閉じられた領域を画定
することにより、各地物の輪郭を画定することができるのが好ましい。
【００１４】
　本発明の地理画像処理システムにおいて、前記輪郭画定手段は、前記地理画像及び特徴
点の表示画面において、ユーザが指定した範囲内に含まれる特徴点間を結線して得られる
１以上の閉じられた領域を自動的に生成し、前記閉じられた領域を地物の輪郭の候補とし
て表示することを特徴とする。これにより、ユーザがポインタ操作等により各特徴点間を
結線する煩雑な操作を行わなくてもよくなり、ユーザの利便性が向上される。
【００１５】
　本発明の地理画像処理システムにおいて、前記輪郭画定手段は、前記地理画像及び特徴
点の表示画面において、前記地物の輪郭の候補を表示する際に、前記閉じられた領域のう
ちユーザがポインタ操作により範囲を指定した際のポインタの軌跡との一致度が高いもの
を優先度の高い候補として表示することを特徴とする。これにより、ユーザが視覚的に判
断した地物の輪郭と合致した候補を優先的に提示することができる。
【００１６】
　本発明の地理画像処理システムにおいて、前記輪郭画定手段は、前記地理画像及び特徴
点の表示画面において、表示された地物の輪郭の候補に対して、特徴点の追加・削除を行
うことができるユーザインタフェースを提供することを特徴とする。これにより、地物の
輪郭の候補が適切に表示されない場合に、ノイズなどの影響を除去することができる。
【００１７】
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　このようなユーザインタフェースにより、従来手作業により行っていた地物の輪郭の線
引きを自動化することが可能となり、ユーザの作業負荷が大幅に軽減される。
【発明の効果】
【００１８】
　以上、説明したように、本発明の地理画像処理システムによれば、衛星画像や航空写真
画像などの地理画像から地図データを作成する作業を大幅に効率化することができる。ま
た、従来操作者の技量に頼っていた作業工程が自動化されるので、多数の操作者によって
作業を行う場合であっても、操作者の熟練度の差に影響されることなく均質な地図データ
を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の地理画像処理システムを実施するための最良
の形態を詳細に説明する。図１～図１４は、本発明の実施の形態を例示する図であり、こ
れらの図において、同一の符号を付した部分は同一物を表わし、基本的な構成及び動作は
同様であるものとする。
【００２０】
　システム構成
　図１は、本発明の地理画像処理システムの構成を概略的に示すブロック図である。図１
において、本システムは、パソコン、ワークステーション等から構成される処理装置１０
と、メインメモリとして使用されるＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）及び磁気ディスク
記憶装置等の補助記憶装置とを含む記憶装置２０と、入出力装置３０とを備えている。
【００２１】
　入出力装置３０は、キーボード及びマウス等のポインティングデバイスを含む入力装置
３１と、ＣＲＴディスプレイ装置等の表示装置３２と、プリンタ３３とを備えている。入
力装置３１は、ユーザによるパラメータの入力やコマンドの起動等、並びに本システムに
より画像処理を施した地理画像を用いた地図データ生成に用いられる。表示装置３２及び
プリンタ３３は、本システムによる地理画像や地図データをユーザに提示するために用い
られる。尚、表示装置としては、表示装置３２及びプリンタ３３のいずれか一方のみを備
える構成としてもよい。
【００２２】
　処理装置１０は、地理画像処理プログラム４０を含んでいる。地理画像処理プログラム
４０は、プログラムモジュールとして、地理画像に含まれる建築物等のエッジを抽出する
エッジ抽出部１００、地理画像から抽出されたエッジを利用して画像中の特徴点を抽出す
る特徴点抽出部２００、地理画像中の抽出された特徴点を利用してユーザ操作により建築
物等の輪郭（以下、単に「家枠」という）を画定する家枠画定処理部３００を含んでいる
。
【００２３】
　記憶装置２０は、地理画像データ２１、エッジデータ２２、特徴点データ２３、家枠デ
ータ２４を記憶する。これらのうち、地理画像データ２１は、人工衛星画像又は航空写真
画像から得られるものであり、本システムによる処理実行前に予め記憶されているデータ
である。一方、エッジデータ２２、特徴点データ２３、家枠データ２４は、本システムに
おいて地理画像データ２１に基づいて生成されるデータである。
【００２４】
　地理画像処理の概要
　図２は、本システムにより行われる画像処理の概要を例示する図である。図２（ａ）は
、予め記憶装置２０に記憶されている地理画像データ２１である。この地理画像データに
対して、エッジ抽出処理を行うことにより、図２（ｂ）に示すエッジ抽出画像が得られる
。このエッジ抽出画像に対して、細線化処理を行って図２（ｃ）に示す細線化画像を取得
し、さらに、ノイズ除去を行って図２（ｄ）に示す画像を得る。この画像は、建築物等の
輪郭のみが抽出された画像であり、記憶装置２０においてエッジデータ２２として記憶さ
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れる。以上のエッジ抽出処理は、Ｓｏｂｅｌフィルタ（非特許文献１参照）などのエッジ
フィルタを使用して行うことができる。この画像から建築物等の家枠を構成する可能性の
ある点である特徴点を抽出して、図２（ｅ）に示す特徴点抽出画像を得る。この画像中の
特徴点の座標データが記憶装置２０において特徴点データ２３として記憶される。最後に
、地理画像データ２１と特徴点データ２３とを合わせて表示し、ユーザ操作により家枠を
画定する入力を受け付けて、図２（ｆ）に示す家枠表示画像が得られる。
【００２５】
　地理画像処理の詳細
　以下、本発明の地理画像処理システムにおけるエッジ抽出処理、特徴点抽出処理、家枠
画定処理について、詳細を説明する。本システムにおいて、地理画像処理プログラム４０
が起動されると、エッジ抽出部１００、特徴点抽出部２００、家枠画定処理部３００の順
に処理が実行される。以下、それぞれによる処理の詳細を述べる。
【００２６】
　（１）エッジ抽出処理
　図３は、地理画像処理プログラム４０のエッジ抽出部１００による処理の流れを示すフ
ローチャートである。図３において、エッジ抽出部１００は、記憶装置２０から地理画像
データ２１を読み込み（Ｓ３０１）、画像中の建築物等のエッジを抽出する（Ｓ３０２）
。エッジを抽出する手法としては、種々の周知技術が適用可能である。建築物の輪郭を抽
出できればどの手法を用いてもよい。本システムでは、上記したＳｏｂｅｌフィルタを使
用するものとする。この処理によって生成される図２（ｂ）に示すような画像をエッジ抽
出画像と呼ぶ。
【００２７】
　次に、エッジ抽出部１００は、エッジ抽出画像中の強いエッジと弱いエッジとを区別す
るために、エッジ抽出画像を２値化する（Ｓ３０３）。２値化を行う際の閾値の決定方法
としては、種々の周知技術が適用可能であるが（非特許文献１参照）、本システムでは、
あらかじめ登録しておいた閾値を使用するものとする。閾値を低く設定しておくと、後述
する特徴点抽出処理においてより多くの特徴点が設定され、詳細な家枠データを作成でき
る反面、特徴点が多くなる程、処理コストが大きくなる。一方で、閾値を高く設定してお
くと、特徴点抽出処理において設定される特徴点の数が少なくなり、処理コストが小さく
なる反面、家枠データの精度は低くなる。以上より、システムが耐え得る処理コストと、
必要とされる家枠データの精度とを勘案して、適切な閾値を設定する。
【００２８】
　エッジ抽出部１００は、この２値化したエッジ抽出画像に対して、細線化処理を行う（
Ｓ３０４）。この処理により、図２（ｃ）に示すように、画像中のエッジが全て１画素幅
となる。細線化を行う方法についても、種々の周知技術が適用可能である（非特許文献１
参照）。次に、この細線化した画像において微小なエッジを除去するノイズ除去処理を行
う（Ｓ３０５）。この処理により、図２（ｃ）に示すような細線化画像中の建築物の輪郭
とは関係のない微小なエッジ（道路の路面の凹凸、建築物の壁面の模様、草木などから生
成される）が取り除かれ、図２（ｄ）に示すような画像が生成される。このノイズ除去処
理についても、種々の周知技術が適用可能である（非特許文献１参照）。例えば、ノイズ
となるエッジは、建築物のエッジとは異なりエッジの長さが短いことが多いので、あらか
じめ指定した長さ以下のエッジを除去するようにすればよい。ノイズには様々なパターン
によってノイズ除去の手法を変える手法も広く知られた周知技術であり、本システムにお
いても、ノイズの特徴に合わせて最適なノイズ除去手法を選択するものとする。
【００２９】
　エッジ抽出部１００は、このようにして生成された図２（ｄ）に示すような画像を、エ
ッジデータ２２として記憶装置２０に格納する。
【００３０】
　（２）特徴点抽出処理
　図４は、地理画像処理プログラム４０の特徴点抽出部２００による処理の流れを示すフ
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ローチャートである。図４において、特徴点抽出部２００は、記憶装置２０からエッジデ
ータ２２を読み込み（Ｓ４０１）、このデータに含まれる特徴点として、各エッジの端点
を抽出し（Ｓ４０２）、各エッジの交点を抽出し（Ｓ４０３）、各エッジの角点を抽出す
る（Ｓ４０４）。抽出された端点、交点、角点のそれぞれの座標を、特徴点データ２３と
して記憶装置２０に記録する（Ｓ４０５）。
【００３１】
　端点抽出処理（Ｓ４０２）では、１画素幅に細線化されているエッジデータ２２から、
各エッジの両端点となっている画素を検出する。交点抽出処理（Ｓ４０３）では、エッジ
データ２２における２本のエッジの交点となっている画素を検出する。角点抽出処理（Ｓ
４０４）では、エッジがなす角の頂点となっている画素を検出する。ここで、交点抽出処
理及び角点抽出処理は、それぞれ、図５及び図６に示すようなテンプレートを使用したテ
ンプレートマッチング（非特許文献２参照）によって行うことができる。具体的には、図
５の（ａ）～（ｄ）や図６の（ａ）～（ｄ）のような特徴点のテンプレートを予め登録し
ておき、このテンプレートをエッジデータ２２の全画素に対してマッチングし、テンプレ
ートにマッチした箇所を特徴点とする。
【００３２】
　図７は、特徴点抽出部２００により生成される特徴点データ２３の構成例を示す図であ
る。図７（ａ）に示すように、画像中のエッジの端点、交点、角点が特徴点として抽出さ
れている場合には、図７（ｂ）に示すような特徴点データ２３が生成されている。尚、図
７（ｂ）に示す特徴点データ２３のデータテーブルにおいて、特徴点の種類（端点、交点
、角点のいずれであるか）を合わせて記憶していてもよい。
【００３３】
　（３）家枠画定処理－第１の形態
　図８は、地理画像処理プログラム４０の家枠画定処理部３００による処理の流れを示す
フローチャートである。また、図９は、家枠画定処理部３００による処理を行う際にユー
ザに提示されるインタフェース画面を示す図である。図８において、家枠画定処理部３０
０は、記憶装置２０から地理画像データ２１と、特徴点データ２３とを読み込み、地理画
像を表示装置３２等に表示する（Ｓ８０１）。この表示画面において、ユーザは、入力装
置３１等を用いて地理画像中の家枠を画定する操作を行うことができるほか、画面を拡大
したり表示箇所を変更したりすることができるようになっている。その後、家枠画定処理
部３００は、変数Ｎを１に初期化する（Ｓ８０２）。変数Ｎは、地理画像中の１つの閉じ
た領域（建築物等が占める領域に相当する）を構成する家枠群に含まれる家枠構成点の識
別番号として用いられる。
【００３４】
　地理画像を表示した画面において、ユーザが家枠画定対象とする部分の近傍をクリック
すると（Ｓ８０３）、家枠画定処理部３００は、図９（ａ），（ｂ）に示すように、クリ
ック位置から一定の範囲内に存在する特徴点を地理画像上に重ねて表示する（Ｓ８０４）
。このとき、最近傍の特徴点と他の特徴点とを区別して表示するのが好ましい。例えば、
色による区別や、点滅させて区別するなどの表示方法が可能である。以後、クリック位置
の最近傍の特徴点を「注目特徴点」と呼ぶ。尚、特徴点を操作するための方法は任意に決
めることができる。例えば、上記でクリックの変わりにポインティングデバイスによるポ
イント操作やキーボード操作によって同様の動作が行われるようにしてもよい。
【００３５】
　地理画像上に特徴点が表示された画面において、ユーザは、表示されている注目特徴点
を家枠構成点とするかどうかを入力する（Ｓ８０５）。ユーザが表示されている注目特徴
点を家枠構成点としなかった場合には、別の特徴点を新たな注目特徴点として表示し（Ｓ
８０６）、再度この点を家枠構成点とするかどうかをユーザに入力させる。以降、表示さ
れている全ての特徴点についてＳ８０５～Ｓ８０６の処理を繰り返すが、ユーザ操作によ
り途中で家枠画定対象の選択を解除することもできる。
【００３６】
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　Ｓ８０５において、いずれかの特徴点が家枠構成点とされた場合には、当該注目特徴点
を家枠構成点Ｎとして、その座標を記憶する。その後、Ｎが１であるかどうかを判定し（
Ｓ８０７）、Ｎ＝１である場合には、Ｓ８１０に処理を進める。一方、Ｎ＝１でない場合
には、図９（ｃ）に示すように、地理画像上で、家枠構成点Ｎと家枠構成点Ｎ－１とを直
線で結合する（Ｓ８０８）。すなわち、家枠構成点Ｎ－１から家枠構成点Ｎまでの家枠が
描かれたことになる。その後、家枠構成点Ｎの座標と家枠構成点１の座標とを比較し（Ｓ
８０９）、両者が一致しない場合には、Ｓ８１０に処理を進める。Ｓ８１０では、変数Ｎ
を１インクリメントし、Ｓ８０３に処理を進める。以降、地理画像中の家枠画定対象が完
全に画定されるまで（Ｓ８０９においてｙｅｓとなるまで）、上記同様の処理が繰り返さ
れる。Ｓ８０９において、家枠構成点Ｎの座標と家枠構成点１の座標とが一致する場合と
は、図９（ｄ）に示すように、家枠構成点同士を順に連結することにより１つの閉じた領
域が形成されたことを意味するので、当該建築物等の家枠が画定されたとして、次の家枠
画定対象に対する処理に移行する（Ｓ８１１）。
【００３７】
　このようにして、地理画像中に含まれる建築物等の対象物全ての輪郭が画定されること
になる。家枠画定処理部３００は、画定された各家枠の座標データを、家枠データ２４と
して記憶装置２０に記憶する。この家枠データ２４のデータ構成例を図１０に示す。
【００３８】
　（４）家枠画定処理－第２の形態
　図１１は、地理画像処理プログラム４０の家枠画定処理部３００による処理の他の形態
について、流れを示すフローチャートである。また、図１２は、家枠画定処理部３００に
よる処理を行う際にユーザに提示されるインタフェース画面を示す図である。図１１にお
いて、家枠画定処理部３００は、記憶装置２０から地理画像データ２１と、家枠データ２
４とを読み込み、地理画像を表示装置３２等に表示する（Ｓ１１０１）。この表示画面に
おいて、ユーザは、入力装置３１等を用いて地理画像中の家枠を画定する操作を行うこと
ができるほか、画面を拡大したり表示箇所を変更したりすることができるようになってい
る。
【００３９】
　地理画像を表示した画面において、ユーザが家枠画定対象とする部分の周囲を囲むよう
に選択すると（Ｓ１１０２）、家枠画定処理部３００は、図１２（ａ），（ｂ）に示すよ
うに、選択した範囲内に存在する特徴点を地理画像上に重ねて表示する（Ｓ１１０３）。
尚、特徴点を操作するための方法は任意に決めることができる。
【００４０】
　地理画像上に特徴点が表示された画面において、家枠画定処理部３００は、家枠候補領
域の表示処理を行う（Ｓ１１０４）。家枠候補領域とは、複数個の特徴点を結線してでき
た閉じられた領域であり、家枠の候補となる領域である。家枠候補領域を表示する際には
、ユーザが選択範囲を指定した際の軌跡に近い軌跡を描くような家枠候補領域を、優先的
に表示する。図１２（ｃ）はこの例を示す図である。図１２（ｃ）では、ユーザは「始点
」から選択領域の指定を開始し、矢印に示す軌跡を描き、「終点」で選択範囲の指定を完
了している。この場合、(1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(6)の順番で特徴点を結線したパター
ンが、選択範囲指定の際の軌跡に最も近いためこのパターンを、優先的に家枠候補領域と
して表示する。この処理により、ユーザにとって好ましい家枠候補領域が表示されやすく
なり、上記第１の形態の場合に比べて、ユーザの負担を減少させることができる。
【００４１】
　次に、図１２（ｄ）に示すように、ユーザは表示された家枠候補領域を家枠として画定
するか否かを判断する（Ｓ１１０５）。表示された家枠候補領域に問題が無ければ、その
家枠候補領域を家枠として画定する（Ｓ１１０７）。問題がある場合は、家枠候補領域を
画面から消去し、必要に応じて特徴点の追加及び削除の処理を行う（Ｓ１１０６）。そし
て、改めて特徴点の結線のパターンを変えた家枠候補領域を表示し、表示された家枠候補
領域を家枠として画定するか否かを問う。この際、代替として表示させる家枠候補領域は
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、ユーザが選択範囲を指定した際の軌跡に近いパターンを優先的に表示させる。この処理
を繰り返し行い、図１２（ｅ）に示すように選択領域内の建物の家枠を画定する。尚、ユ
ーザ操作により途中で家枠画定対象の選択を解除することもできる。
【００４２】
　選択領域内の建築物に対して家枠を画定したら、次の家枠画定対象に対する処理を行う
。すべての家枠画定対象に対して家枠を画定したら家枠画定処理部３００を終了する（Ｓ
１１０８）。
【００４３】
　図１３は、特徴点の追加を行う処理を示す図である。前記特徴点抽出処理２００におい
て、本来抽出されるべき特徴点が、ノイズなどの影響で抽出されないことがある。図１３
（ａ）では、Ａ地点に、本来抽出されるべき特徴点がない。そのため、この建物に対して
家枠候補領域を表示すると、図１３（ｂ）に示すように、好ましくない領域となってしま
う。このような事態に対応するため、ユーザが特徴点を追加することが可能である。図１
３（ｃ）はユーザによってＡ地点に特徴点が追加された様子を示す図である。この特徴点
を含めた家枠候補領域を表示すると、図１３（ｄ）に示すような好ましい家枠を抽出する
ことが可能である。
【００４４】
　図１４は、特徴点の削除を行う処理を示す図である。前記特徴点抽出処理２００におい
て、ノイズなどの影響で特徴点が必要以上に抽出されることがある。図１４（ａ）では、
必要な特徴点以外に、不要な特徴点が存在する。このため、図１４（ｂ）に示すような好
ましくない領域が、家枠候補領域として表示されることがある。本実施の形態における地
理画像処理システムでは、好ましい家枠候補領域が表示されるまで、家枠候補領域を順次
切り替えていくことができるため、不要な特徴点が抽出されていても最終的には好ましい
家枠候補領域を画定できるが、特徴点削除処理により、家枠候補領域の選択にかかるユー
ザの負担を減らすことができる。
【００４５】
　このようにして、地理画像中に含まれる建築物等の対象物全ての輪郭が画定されること
になる。家枠画定処理部３００は、画定された各家枠の座標データを、家枠データ２４と
して記憶装置２０に記憶する。
【００４６】
　以上、本発明の地理画像処理システムについて、具体的な実施の形態を示して説明した
が、本発明はこれらに限定されるものではない。当業者であれば、本発明の要旨を逸脱し
ない範囲内において、上記各実施形態又は他の実施形態にかかる発明の構成及び機能に様
々な変更・改良を加えることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の地理画像処理システムの構成を概略的に示すブロック図である。
【図２】本発明の地理画像処理システムにより行われる画像処理の概要を例示する図であ
る。
【図３】図１に示す地理画像処理プログラムのエッジ抽出部による処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図４】図１に示す地理画像処理プログラムの特徴点抽出部による処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図５】特徴点抽出処理における交点検出のためのテンプレートの例を示す図である。
【図６】特徴点抽出処理における角点検出のためのテンプレートの例を示す図である。
【図７】図１に示す地理画像処理プログラムの特徴点抽出処理部により生成される特徴点
データの構成例を示す図である。
【図８】図１に示す地理画像処理プログラムの家枠画定処理部による処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図９】図１に示す地理画像処理プログラムの家枠画定処理部による処理を行う際に、ユ
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ーザに提示されるインタフェース画面を示す図である。
【図１０】図１に示す記憶部に記憶されている家枠データのデータ構成例を示す図である
。
【図１１】図１に示す地理画像処理プログラムの家枠画定処理部による処理の流れを示す
フローチャートである。
【図１２】図１に示す地理画像処理プログラムの家枠画定処理部による処理を行う際に、
ユーザに提示されるインタフェース画面を示す図である。
【図１３】図１に示す地理画像処理プログラムの家枠画定処理部による処理を行う際に、
特徴点の追加処理の概要を例示する図である。
【図１４】図１に示す地理画像処理プログラムの家枠画定処理部による処理を行う際に、
特徴点の削除処理の概要を例示する図である。
【符号の説明】
【００４８】
１０　処理装置
２０　記憶装置
２１　地理画像データ
２２　エッジデータ
２３　特徴点データ
２４　家枠データ
３０　入出力装置
３１　入力装置
３２　表示装置
３３　プリンタ
４０　地理画像処理プログラム
１００　エッジ抽出部
２００　特徴点抽出部
３００　家枠画定処理部



(10) JP 4908867 B2 2012.4.4

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(11) JP 4908867 B2 2012.4.4

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(12) JP 4908867 B2 2012.4.4

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(13) JP 4908867 B2 2012.4.4

【図１４】



(14) JP 4908867 B2 2012.4.4

10

フロントページの続き

(72)発明者  久保田　仙
            東京都品川区東品川４丁目１２番７号　日立ソフトウエアエンジニアリング株式会社内
(72)発明者  小野山　隆
            東京都品川区東品川４丁目１２番７号　日立ソフトウエアエンジニアリング株式会社内

    審査官  村松　貴士

(56)参考文献  特開２００３－２５６８０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３４１４２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１４０９５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６３－１９８１６８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｔ　　　１／００　　　　　　－　１１／８０
              Ｇ０９Ｂ　　２９／００　　　　　　－　２９／１４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

